
滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定制度実施要綱 

（滋賀県新商品等パイオニア認定制度実施要綱） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令第 167条の２第１項第４号に規定する、新商品の生産また

は新役務の提供（以下「新商品の生産等」という。）により新たな事業分野の開拓を図る者（以

下「新商品生産等による新事業分野開拓者」という。）の認定に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「新商品等」とは、次の各号のいずれにも適合するものとする。 

 (1) 既に企業化されている商品もしくは役務とは通常の取引においてもしくは社会通念上別個の

範疇に属するものまたは既に企業化されている商品もしくは役務と同一の範疇に属するもので

あっても既存の商品もしくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属

するものであると認められるもの 

 (2) 事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄

与すると認められるもの 

 

（対象者） 

第３条 対象者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする中小企業等経

営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項各号のいずれかに該当する者のうち県内に主

たる事務所（会社の場合は本店として登記された事務所をいう。以下同じ。）を有し、前条に定

める新商品等のうち県での使用が見込まれる商品（医薬品を除く）を生産する者または役務を提

供する者とする。 

 

（申請） 

第４条 前条の対象者が、新商品生産等による新事業分野開拓者の認定を受けようとするときは、新

事業分野開拓の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）に係る認定申請書（別記様式第１

号）を知事に提出するものとする。 

 

（認定） 

第５条 知事は、前条の認定申請書が提出されたときは、滋賀県新商品の生産等による新事業分野

開拓者認定審査会（以下「審査会」という。）を開催し、その審査結果を参考にして認定を行うも

のとする。 

２ 知事は、前項により対象者を認定したときは、新商品生産等による新事業分野開拓者認定書（別

記様式第２号）を交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、次のいずれかに該当するときは認定しないものとする。 

  (1) 実施計画が関係法令に違反しているまたはその恐れがあることが明らかなとき 

  (2) 実施計画が公序良俗に反するまたはその恐れがあることが明らかなとき 

  (3) 事業者による審査会の委員への不正行為目的の接触が判明したとき 

   (4) 自己または自社もしくは自社の役員等が、次に掲げるいずれかに該当するものであるとき 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。



以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的

をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 

エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的も

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 上記(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当

に利用するなどしている者 

    (5) (4)の(ア)から(カ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体また

は個人であるとき 

４ 審査会における審査基準等、必要な事項は別に定める。 

 

（認定期間） 

第６条 前条第１項に規定する認定の有効期間は、認定した日から起算して２年を経過した日まで

とする。 

２ 前条第１項の認定を受けた者（以下、「認定事業者」という。）が、前項の期間満了後において

も引き続き認定を希望する場合は、第４条に定める申請を再度行うものとする。 

 

（変更の届出） 

第７条 認定事業者は、認定された実施計画のうち、次に掲げる事項について変更が生じた場合、

変更が生じた日から 30日以内に知事に変更にかかる認定申請書（別記様式第３号）を提出しな

ければならない。ただし、実施に必要な資金の額の変更については、20パーセント以内の軽微な

変更は除く。 

  (1)新商品の生産等の目標 

   (2)新商品等の内容 

   (3)新商品の生産等の実施時期 

   (4)新商品の生産等の実施方法ならびに実施に必要な資金の額およびその調達方法 

２ 知事は、前項の変更認定申請書が提出されたときは、変更後の内容が認定要件に適合するかど

うかを確認するものとする。 

３ 確認に際し必要と認められる場合は、変更内容を審査するための審査会を開催し、認定審査を

再度行うものとする。 

 

（認定の取り消し） 

第８条 知事は、認定事業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、認定を取り消すことがで

きるものとする。 

  (1) 認定事業者が実施計画に従って事業を実施していないと認められるとき 

  (2) 第２条、第３条に規定の認定基準に適合しなくなったと認められるとき 

  (3) 認定事業者に重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき 

  (4) 審査会の委員への不正行為目的の接触が判明したとき 

   (5) 自己または自社もしくは自社の役員等が、次に掲げるいずれかに該当する者であるとき 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以



下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 

イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を

もって、暴力団または暴力団員を利用している者 

エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的も

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 上記(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に

利用するなどしている者 

   (6) (5)の(ア)から(カ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体また

は個人であるとき 

２ 前項の規定による認定の取り消しにより損失が生じた場合は、認定事業者がその責めを負うも

のとする。 

 

（認定後の事務等） 

第９条 商工労働部中小企業支援課は、認定事業者が生産または提供する新商品等の利用が促進さ

れるよう、認定事業者と新商品等を公表するものとする。 

２ 県は、物品または役務を調達する場合、認定事業者が生産または提供する新商品等が、必要と

する品質・性能、数量等の条件に適合するときは、予算の範囲内において認定事業者が生産また

は提供する新商品等の購入に努めるものとする。 

 

（報告等） 

第 10条 知事は、必要があると認められる場合は、認定事業者に対し、認定商品等にかかる報告を

求めることができるものとする。 

２ 認定事業者は、実施計画にかかる事業を中止したときは、知事に届け出なければならない。 

 

（庶務） 

第 11条 認定に関する事務等については、商工労働部中小企業支援課において処理する。 

 

（その他） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は、平成 17年 10月１日より施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成 23年 12月 15日より施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成 25年６月６日より施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成 29年 10月１日より施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和２年 10月９日より施行する。 



附則 

１ この要綱は、令和３年８月４日より施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 

 

  



別記様式第１号 

 

新商品生産等による新事業分野開拓者認定申請書 

 

令和   年   月   日 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  あて 

 

 

［申請者名等］ 

所  在  地： 

商号または名称： 

代表者職・氏名： 

発行責任者・担当者氏名： 

電 話 番 号：             

 

 

 次のとおり新商品生産等による新事業分野開拓者として認定を受けたいので申請します。 

 

（添付書類） 

①登記事項証明書（写し） 

  ※法人のみ提出してください。なお、提出時に発行後３カ月を経過していないものに限ります。 

②直近２年分の財務諸表（貸借対照表および損益計算書） 

③暴力団に該当しない旨の誓約書（別紙１－１） 

④役員名簿（法人または団体の場合） 

⑤滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書（別紙１－２） 

⑥新商品等に関するパンフレットまたは写真 

 

 

※ 留意事項 

・ 申請された商品については、「滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会」で審査します。 

・ 提出された書類については、返却いたしません。 

・ 提出された書類については、他の目的に使用いたしません。 

  



新商品生産等による新事業分野開拓の実施計画 

 

１ 申請者の概要 

 

電 話 番 号  （     ）      － 

ＦＡＸ番号  （     ）      － 

Ｕ Ｒ Ｌ http:// 

E - m a i l  

設立年月日         年      月      日 

資 本 金                      千円 

 

年 商                      千円 

 

従 業 員 数 常用              名 

臨時              名 

事 業 内 容 

 

 

 

 

本件の担当者 担 当 部 署 名  

担当者職・氏名  

担当者連絡先 （     ）    － 

 

２ 新商品等の概要 

（１） 新商品・新役務の内容および生産等の実施時期等 

（ 新商品 ・ 新役務 ）←どちらかに○ 

新商品等の名称  

型 式 等  

販 売 価 格                     円 

販 売 開 始 時 期           年         月 から 

具 体 的 内 容 ※申請する新商品等の内容、機能、体裁、特徴等について、可能な限り詳しくご記入下さい。 

 

 

 

新規性等の内容 ※申請する新商品等の新規性、先進性、独自性をご記入下さい。 

 

 

 



技 術 的 優 位 性 

 

（技術力）※申請する新商品等の技術的優位性をご記入下さい。また、当該商品等の第三者からの評

価実績があれば併せて記入下さい。 

 

（知的財産権の取得状況）※申請する新商品等の特許権の取得・出願状況についてご記入下さ

い。 

 

認 定 等 の 状 況 

※申請する新商品等が、

国、県等の認定や補助、

表彰等を受けている場

合は、その種類と時期を

記入下さい。 

認定･補助の名称  

認定・支援機関名  

認定･補助の時期  

認定･補助の名称  

認定・支援機関名  

認定･補助の時期  

今後３年の生産等の

目標及び実施時期 

決 算 期   年  月期 

 

年  月期 年  月期 

生産等 

数量 

 

 

  

生産等 

額 

          千円 

 

            千円      千円 

生産等の実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自社生産、共同生産、委託生産の別 

 

②資材部品等の調達の概要 

 

③生産等に必要な機械設備の概要 

 

④生産等の実施場所 

 

⑤その他 

 

県の機関における 

使用方法の提案 

 

想定される分野 

※該当するものに○を付

けて下さい。 

県全体 福祉分野  環境分野  

農林分野 商工分野  土木分野  

教育分野  その他（      ）        

具体的な使用方法  

 

 

 

  



（２）今後３年間の新商品の生産等に必要な資金およびその調達方法 

 

区分 年  月期   年  月期 年  月期 備 考 

《必要な資金の額（内訳）》                     （単位：千円） 

①原材料費 

 

    

②機械装置費・工

具器具費 

    

③外注加工費 

 

    

④技術指導受入

費 

    

⑤直接人件費 

 

    

⑥市場調査・広報

宣伝費 

    

⑦その他の経費 

 

    

合計（Ａ） 

 

    

《必要な資金の調達方法（内訳）》                  （単位：千円） 

①自己資金 

 

    

②借入金 

 

    

③投資 

 

    

④補助金・助成金 

 

    

⑤その他 

 

    

合計（Ｂ） 

 

    

【記載要領】 

１ 合計ＡとＢの額は、一致します。 

２ 備考欄について、資金調達方法のうち、「③投資」についてはその機関の名称を、「④補助金・助成金」については

具体的な補助事業名を記入して下さい（予定の場合を含みます）。 

  



別紙１－１ 

 

暴力団に該当しない旨の誓約書 

 

 私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴

力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知した上で、下記の事項につい

て誓約します。 

 なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。 

 

記 

 

１ 私または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではあり ません。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 (2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴

力団または暴力団員を利用している者 

  (4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

 (5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  (6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当  に利用す

るなどしている者 

 

２ １の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人では

ありません。 

 

                                      令和  年  月  日 

滋賀県知事  三日月 大造 様 

 

                      〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

          住    所                                

                〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕 

          (ふりがな) 

          氏    名                                                     

〔代表者の生年月日・性別〕 

 

          生年月日   （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日 性別（男・女） 

  



別紙１－２ 

 

令和 年度 滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓認定申請に係る 

滋賀県税に関する誓約書 兼 調査に関する同意書 

                            令和  年  月  日 

（宛名） 

滋賀県知事 三日月大造 宛て 

 

【申請者】 

住    所 

（法人本社所在地） 

 

【個人で注意事項に該当する場合】 

フ リ ガ ナ 
 

氏    名 

（法 人 名） 

 

電 話 番 号 
 

 

【誓約および同意する事項】（以下の内容を読んで、□に必ずチェックを入れてください。） 

□１ 申請者は、以下のことを誓約します。 

（１）滋賀県税（個人県民税および地方消費税を除く。）およびこれに付随する延滞金等に滞納がない

こと。 

（２）上記（１）が事実と相違し、申請が拒否されても異議のないこと。 

□２ 申請者は、以下のことに同意します。 

上記１（１）の確認のため、全ての滋賀県税（個人県民税および地方消費税を除く。）およびこれ

に付随する延滞金等の納付または納入の状況に関して、滋賀県の税務担当職員が滋賀県新商品の生

産等による新事業分野開拓者認定制度審査に関わる職員に対して、滋賀県税の完納情報の提供を行

うこと。 

 

【注意事項】 

＊法人の場合 

法人登記簿に記載の本社所在地、法人名称を御記入ください。 

＊個人の場合 

確定申告に記載している事業所の住所が、住民票の住所と異なる場合は、両方御記入ください。 

＊この同意書が提出された時点で滋賀県税を納付書等により完納していたとしても、完納が確認でき

るまでに、１週間から４週間程度の時間差が生じる場合がありますので、御了承ください。 

  



別記様式第２号 

 

新商品生産等による新事業分野開拓者認定書 

 

認定番号第     号 

 

 

事 業 者 名  

 

 

 

 

 

 

認 定 期 間  

 

 

令和  年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

 

 

 

上記のとおり、新商品生産等による新事業分野開拓者として認定します。 

なお、新事業分野の開拓を図る新商品等は、次のとおりとします。 

 

 

商品または役

務の名称 

 

 

 

 

型  式  等 

 

 

 

 

令和   年（   年） 月 日 

 

 

 

                        滋賀県知事 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第３号 

 

実施計画変更にかかる認定申請書 

 

令和 年（ 年） 月 日 

 

 滋賀県知事 三日月 大造 あて 

 

［申請者名等］                

所在地：〒                 

社 名：                  

代表者：                  

担当者：（部 署）              

（氏 名）                          

連絡先：（電 話）                          

（ＦＡＸ）                          

（E-mail）                          

 

 令和 年（ 年） 月 日付けで認定を受けた新商品生産等による新事業分野開拓の実施計画に

ついて、下記のとおり変更したいので、新商品等認定制度実施要綱第７条の規定により、認定を申

請します。 

 

記 

 

１ 変更事項 

 

 

 

 

２ 変更内容 

 ※変更前と変更後を対比して記載してください。 

 


